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乳幼児期の栄養・食生活の支援（２）
～「幼児期の健やかな発育のための
栄養・食生活支援ガイド」の活用～

令和4年11月2日



本日の研修内容

１.「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支
援ガイド」開発の背景とプロセス

２.「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支
援ガイド」の概要

３.「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支
援ガイド」活用状況（事例含む）



「幼児期の健やかな発育のための
栄養・食生活支援ガイド」開発の背景

平成29年度～令和元年度厚生労働科学研究費補助
金 「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支
援ガイドの開発に関する研究」（研究代表者：石川みど
り）： 「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活
支援ガイド」（案）を作成
→幼児の栄養・食生活支援に関する科学的根拠の整
理、 支援に必要となる枠組みの構築

離乳後の幼児期の栄養・食生活について、科学的根拠に基づき、
具体的な支援の方法を示したものはない。

幼児期の子ども一人一人の健やかな発育につながるような栄養・
食生活支援を、子どもやその保護者に対して行う上で、管理栄養士
・栄養士等の栄養の専門家だけではなく、保健医療従事者や児童
福祉関係者等多職種・多組織が連携して支援することが望まれる。



研究②支援ガイド案に追加
する情報・教材の作成

研究①支援者対象調査
郵送法による質問紙調査

研究協力施設の選定・依頼
（市町村保健センター、保育所・幼稚園・認定こども園等）

試行的運用の評価・改善点・効果的な
活用方法等の分析

令和
2年度

令和
3年度

研究③支援ガイド案活用の試行的運用
（市町村保健センター、保育所・幼稚園・認定こども園等）

ガイド活用のための資料作成

支援ガイド（確定版）の作成
令和4年度以降
母子保健、保育・幼児教育の場における支援ガイドの活用の推進

研究の目的：市町村保健センター、保育所・幼稚園等での母子保健、保育・幼児教育の場における「幼児期の健
やかな発育のための栄養・食生活支援ガイド（案）」（以下、支援ガイド案）を実践的に活用するために、栄養・食
生活支援に関わる支援者が支援ガイド案を効果的に活用するための方法を明らかにする

期待される効果
・今後の母子保健施策への反映
・各地域、各施設での円滑かつ適切な栄養
・食生活支援の実施
・多職種連携した栄養・食生活支援の推進
・ 「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」を
栄養・食生活面からアプローチ

量的・質的分析

支援ガイド案ver.2の作成

①発達段階別の
口腔機能や食べ
方に関する資料

②幼児の栄養・
食生活困りごと

Q&A

新しい生活様
式における幼
児の食生活に
関する困りご
とや食生活の
実態調査

研究④保健所管
理栄養士等への
ヒアリング



令和２~３年度「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援
に向けた効果的な展開のための研究」研究班メンバー

氏名 専門 所属

研究代表者 衞藤久美 公衆栄養学 女子栄養大学

研究分担者 鈴木美枝子 健康教育学
小児保健学

玉川大学

佐々木渓円 公衆衛生学
小児科学
小児保健学

実践女子大学

多田由紀 栄養教育論 東京農業大学

祓川摩有 小児栄養学 聖徳大学

秋山有佳 公衆衛生学
母子保健学

山梨大学大学院

船山ひろみ 小児歯科学 鶴見大学

このほか、研究協力者14名



幼児期の健やかな発育のための
栄養・食生活支援ガイド（確定版）

目次
１．はじめに
２．幼児期の栄養・食生活等をめぐる状況
３．幼児期の栄養・食生活の課題及び把握

すべき基本的事項
４．幼児・保護者の栄養・食生活の課題改善

のための支援の考え方と方向性
５．幼児期の栄養・食生活支援の取組事例の

紹介
資料
資料1 乳幼児期における口腔機能の発達に

対応した食の進め方
資料2 幼児期の子ども・保護者の栄養・

食生活支援に関するQ&A

文献

健やか親子21のウェブサイト（https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/）の「参考資料」
→「乳幼児期」から無料でダウンロード可能



本ガイド活用の可能性がある場・職種

– 市区町村母子保健担当部署
（保健センター等）

– 保健所
– 病院・クリニック
– 保育所
– 認定こども園
– 市区町村保育担当部署
– 幼稚園

– 子育て支援センター
– 子育て支援関連複合施設

等

– 管理栄養士・栄養士
– 保健師
– 看護師

– 保育士
– 幼稚園教諭
– 保育教諭

– 調理員
– 医師
– 歯科医師
– 歯科衛生士
– 施設長・副施設長 等

＜活用の場＞ ＜活用する職種＞



本ガイドのねらい
• 「楽しく食べる子どもに～食からはじまる健やかガイド～」（平成

16年2月）
→幼児期に育てたい5つの“食べる力”が示された。

• 幼児期の子ども1人1人がこれらの食べる力を育むためには、保
健医療従事者や児童福祉関係者等が連携し、幼児の栄養・食生
活について基本的事項を共有し、幼児や保護者への支援を効果
的に進める必要がある。

• 令和元年成育基本法施行、令和3年2月成育医療等基本方針
閣議決定

→乳幼児期を含む子どもの健やかな成長等のために保育所、
幼稚園等と家庭や地域等が連携した食育の推進

幼児期の子どもが5つの食べる力を育むことをめざし、保健医療従
事者や児童福祉関係者等が、幼児期の栄養・食生活支援を効果的
に展開していく上で共有すべき基本的事項及び支援の方向性等を
提示することをねらいとする



肥満度*別 保護者の子どもの体格に関する認識

0.8

12.5

1.5

8.9

50.9

38.2

69.8

33.9

30.9

15.9

少しやせている,

1.8

29.4

4.4

やせている, 0.9

不詳,

0.1

0 20 40 60 80 100

－１５％以下
（n=68）

＋１５％未満
－１５％より大きい

（ふつう）
（n=2,251)

＋１５％以上
（n=112)

（％）

肥
満
度

太っている 少し太っている ふつう 少しやせている やせている 不詳

63.4％

60.3％

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：2～６歳児の保護者

肥満度から見た体格は、9割以上が「ふつう」であったが、肥満度
が「ふつう」の子どもの保護者の約3割、肥満傾向及びやせ傾向の
子どもの保護者の約4割は子どもの体格の認識に相違がある。

*肥満度：幼児身長体重曲線を用いた評価



むし歯の有無別 間食の与え方

8.2

5.5

15.8

16.1

19.1

11.4

24.6

58.7

12.1

5.8

15.5

21.7

27.2

8.0 

15.9

46.1

特に気をつけていない

その他

スナック菓子を与えることが多い

甘い飲み物やお菓子に偏ってしまう

欲しがるときにあげることが多い

間食でも栄養に注意している

甘いものは少なくしている

時間を決めてあげることが多い

むし歯あり（n=503)

むし歯なし（n=2,112)

子どもにむし歯のある者に、「欲しがる時にあげることが多い」
「甘い飲み物やお菓子に偏ってしまう」「特に気をつけていない」
と回答した保護者の割合が高い。

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：2～６歳児の保護者

数値：％，複数回答



現在子どもの食事で困っていること（上位5位）
・最も割合が高い項目は、年齢によって違いが見られた。

・2歳児 「遊び食べをする」
・3歳児以降 「食べるのに時間がかかる」、「偏食」

・「特にない」は約2割→約8割の保護者は子どもの食事の心配ごとを抱
えている

13.8 

14.4

18.6

32.1

34.6

16.1

23.2

25.5

30.6

37.3

21.6 

27.4

27.1

32.9

32.4

24.8

41.8

33.4

28.5

23.3

食事よりも甘い飲み物やお菓

子を欲しがる

遊び食べをする

むら食い

偏食する

食べるのに時間がかかる

2歳～3歳未満 (n=455)
3歳～4歳未満 (n=661)
4歳～5歳未満 (n=694)
5歳以上 (n=803)

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：2～６歳児の保護者 数値：％，複数回答



子どもの主要食物の摂取頻度

穀類、野菜、牛乳・乳製品は「毎日2回以上」が最も多かった。
果物は「毎日1回」、肉、卵は「週に4～6日」が多かった。

35.8 

11.1 

52.0 

7.3 

4.4 

12.2 

5.5 

97.0 

35.6 

27.3 

25.0 

20.9 

22.4 

20.4 

12.0 

14.2 

26.0 

13.8 

29.8 

33.7 

43.8 

23.0 

10.1 

26.3 

7.1 

34.1 

30.1 

21.8 

52.5 

2.8 

8.4 

1.5 

6.8 

6.9 

1.3 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

牛乳・乳製品

果物

野菜

大豆・大豆製品

卵

肉

魚

穀類

毎日2回以上 毎日1回 週に4～6日 週に1～3日 週に1回未満 その他

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：2～６歳児の保護者

（ｎ=2,623）

※一部の食品群を抜粋



食品群別 1日1回以上摂取する者の割合

穀類、野菜、牛乳・乳製品の摂取は多いが、その他の食品の摂取
は、2～3割程度にとどまっている。特に、魚、卵、大豆・大豆製品
の摂取が他の食品に比べ、少ない。

数値：％

98.8 

17.5 

32.6 

26.8 

28.2 

77.0 

38.4 

71.4 

92.6 

31.7 

59.2 

0.3 

0.3 

穀類
魚
肉
卵

大豆・大豆製品
野菜
果物

牛乳・乳製品
お茶など甘くない飲料

果汁など甘味飲料
菓子（菓子パンを含む）

インスタントラーメンやカップ麺
ファストフード

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：2～６歳児の保護者

（ｎ=2,623）



子どもの間食（3食以外に食べるもの）
の与え方

9.1

5.6

10.8

15.8

17.2

20.7

22.9

56.3

特に気をつけていない

その他

間食でも栄養に注意している

スナック菓子を与えることが多い

甘い飲み物やお菓子に偏ってしまう

欲しがるときにあげることが多い

甘いものは少なくしている

時間を決めてあげることが多い

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：2～６歳児の保護者

「時間を決めてあげることが多い」と回答した者の割合が56.3％
と最も高かった →約4割は間食の時間を決めていない

数値：％，複数回答
（n＝２，６１３）



子どもの間食（3食以外に食べるもの）として
甘い飲み物やお菓子を1日にとる回数

3.3 

4.6 

4.1 

5.5 

4.2 

67.0 

63.1 

58.4 

52.3 

61.3 

26.0 

27.1 

30.7 

36.0 

29.2 

2.5 

3.9 

5.4 

5.5 

4.1 

5歳以上

4歳～5歳未満

3歳～4歳未満

2歳～3歳未満

総数

0回 1回 2回 3回 4回以上 不詳

・子どもの間食として、甘い飲み物やお菓子を1日にとる回数は、
どの年齢も「1回」の割合が高かった
・2回以上とっている割合は、年齢が低い子どもの方が高かった。

(n=2623)

(n=455)

(n=664)

(n=697)

(n=807)

数値：％

41.9％

28.9％

36.9％

31.3％

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：2～６歳児の保護者



48.0 

24.1

46.2

50.2

1.9

18.1

一人で食べる，0.3

一人で食べる，4.7

その他，1.8

その他，1.8

不詳，
1.7

不詳，
1.1

夕
食

朝
食

家族そろって食べる おとなの家族の誰かと食べる 子どもだけで食べる
一人で食べる その他 不詳

子どもの共食（朝食・夕食）の状況
・朝食は「おとなの家族の誰かと食べる」（50.2％）、夕食は「家
族そろって食べる」（48.0％）の割合が最も高かった。
・「子どもだけで食べる」と「一人で食べる」をあわせた「子ども
だけで食事をする」割合は、朝食22.8％、夕食2.2％だった。

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：2～６歳児の保護者

数値：％（n＝２，６2３）



子どもの起床時刻・就寝時刻（平日、休日）別
朝食を必ず食べる子どもの割合

※起床時刻「午前9時以降」は「午前9時台」と「午前10時以降」の合計。
就寝時刻「午後11時以降」は、「午後11時台」と「深夜12時以降」の合計。

58.3

72.4

88.4

95.6

98.0 

98.3

53.8

75.0 

80.5

92.4

96.9

97.6

平日(n=13)

休日(n=36)

平日(n=20)

休日(n=98)

平日(n=174)

休日(n=533)

平日(n=1.225)

休日(n=1.293)

平日(n=1.099)

休日(n=596)

平日(n=85)

休日(n=58)

〈起床時刻〉

平日

休日

決まっていない

午前6時前

63.8

75.8

88.8

96.8

97.7

96.1

63.0 

68.8

86.1

95.9

97.1

97.8

平日(n=27)

休日(n=47)

平日(n=64)

休日(n=124)

平日(n=488)

休日(n=651)

平日(n=1.343)

休日(n=1.302)

平日(n=596)

休日(n=435)

平日(n=90)

休日(n=51)

〈就寝時刻〉

平日

休日

午前6時台

午前7時台

午前8時台

午前9時以降

午後8時前

午後8時台

午後9時台

午後10時台

午後11時以
降

決まっていない

朝食を必ず食べる子どもの割合（％）

起床時刻や就寝時刻が遅い子どもに、「朝食を必ず食べる」
子どもの割合が低い＝朝食を食べない子どもが多い

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：子ども2～６歳児の保護者

朝食を必ず食べる子どもの割合（％）



1日に平均で体を動かしている時間＊（平日・休日）

0.3
3.1

17.7

36.6

23.0 

18.8

0.50.6

7.8

24.9

34.0 

18.2

12.0 

2.4

0

10

20

30

40

50

全くしていない 30分未満 30分以上

1時間未満

1時間以上

2時間未満

2時間以上

3時間未満

3時間以上 不詳

（％）

(n=2,623)

平日 休日

平日78.4％、休日64.2％

＊全身を使った遊び・運動（鬼ごっこ、かくれんぼ、ボール遊び、
すべり台、砂遊びなど）、通園時の歩行や散歩などが含まれる

1日1時間以上体を動かしている子どもの割合は
平日78.4％、休日64.2％であった。

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：子ども2～６歳児の保護者

【参考】文部科学省「幼児期運動指針」では、子どもが毎日
合計60分以上、楽しく体を動かすことを勧めている。



1日に平均でテレビやビデオを見る時間、ゲーム機や
タブレット等を使用する時間（平日・休日）

1.6

21.3

54.9

20.2

1.9 0.21.0 

12.3

45.7

34.6

5.5
1.0 

0

10

20

30

40

50

60

見ない・しない 1時間より
少ない

1～2時間 3～4時間 5時間以上 不詳

（％）

（ｎ=2,623）
平日 休日

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：子ども2～６歳児の保護者

1日平均3時間以上テレビやビデオをみたり、ゲーム機やタブレット
等を使用している子どもの割合は、平日で約2割、休日で約4割で
あった。



子どもの食事で特に気を付けていること

1.7 
1.7 

10.3 
12.4 

19.1 
20.4 

28.0 
36.3 
37.6 

45.0 
47.4 
49.0 

67.0 
69.5 

72.0 

特にない
その他

一緒に作ること
間食の内容

料理の盛り付け、色どり
食べ物の大きさ、固さ

よくかむこと
間食の量（間食は適量にする）

料理の味付け
規則正しい時間に食事をすること

食べる量
楽しく食べること

食事のマナー
一緒に食べること

栄養バランス

２～６歳の幼児の保護者が、子どもの食事で特に気を付けている
こととして、「栄養バランス」、「一緒に食べること」、「食事マナー」
が上位に挙がった。

ほとんどの保護者は子ども
の食事について、何らか気
を付けている厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査

回答者：2～６歳児の保護者（2614名）

数値：％，複数回答



保護者の就寝時刻（平日、休日）別
午後10時以降に就寝する子どもの割合

19.0 

45.3 

37.5 

32.9 

21.7 

2.2 

0.0 

15.0 

35.0 

28.8 

27.0 

17.4 

1.4 

1.3 

平日(n=339)

休日(n=406)

平日(n=220)

休日(n=243)

平日(n=705)

休日(n=806)

平日(n=1.078)

休日(n=1.156)

平日(n=921)

休日(n=816)

平日(n=518)

休日(n=370)

平日(n=78)

休日(n=58)

午後10時以降に就寝する子どもの割合（％）

保
護
者
の
就
寝
時
刻

平日
休日

午後9時台

午後9時前

午後10時台

午後11時台

午後12時台

深夜1時以降

決まっていない

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：子ども2～６歳児の保護者

就寝時刻が遅い保護者の子どもは、就寝時刻が遅い（午後
10時以降就寝の割合が高い）。



子どもと保護者の朝食を食べる習慣

81.2

93.3

10.6

5.2

1.3

0.3

5.2

0.9

1.5

0.1

0.3

保護者

子ども

必ず食べる 週に2～3日食べないことがある 週に4～5日食べないことがある
ほとんど食べない 全く食べない 不詳

・9割の子ども、8割の保護者は朝食を毎日必ず食べている。
・保護者が「必ず食べる」と回答した場合に、子どもも「必ず食べ
る」割合が最も高かった。

朝食欠食あり 18.6%

朝食欠食あり 6.4%

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査
回答者：＜上＞子ども：2～６歳児の保護者、保護者：０～6歳児の保護者、＜下＞ 2～６歳児の保護者

79.5

78.9

88.2

87.0 

95.4

全く食べない(n=39)

ほとんど食べない(n=142)

週に４～５日食べないことがある(n=34)

週に２～３日食べないことがある(n=285)

必ず食べる(n=2,120)

子どもが朝食を必ず食べる割合（％）

〈保護者の朝食習慣〉

(n=2,623)

(n=3,871)



経済的な暮らし向きと子どもの食事
• 経済的な暮らし向き（主観的な社会経済状況）
“現在のお子さんのご家族の経済的な暮らし向きについて、
あてはまる番号を１つ選んで○をしてください。
１．ゆとりがある ２．ややゆとりがある

→「ゆとりあり」
３．どちらともいえない
４．あまりゆとりはない ５．全くゆとりはない

→「ゆとりなし」

 経済的な暮らし向きが「ゆとりあり」で摂取頻度が高い食品
→魚、大豆・大豆製品、野菜、果物
 経済的な暮らし向きが「ゆとりなし」で摂取頻度が高い食品
→菓子（菓子パン含む）、インスタントラーメンやカップ麺

厚生労働省：平成27年度乳幼児栄養調査



(2)食事・間食・飲料 (3)食事への関心・行動

(

2)

保
護
者

(1)発育・発達・健康

食事をつくる力
・食べ物への関心がない
・食材の栽培体験がない
・料理づくりをしていない
・食事の準備や後片付けのお手伝いを
していない

食事を食べる力
・食べるものが偏る
・あそび食べがある
・だらだら食べる
・早く食べる
・よく噛まない
・食具を使えない
・家族や保護者と一緒に食べる機会が
少ない

食事づくり・食べる力
・食事づくりの得意・不得意さ
・子どもと一緒につくることがない

自身の生活の理解
・生活リズムが不規則（食事時間・
回数）
・食生活スタイルに改善すべき点が
ある

(4)生活

生活習慣
・就寝・起床時間が遅い
・運動や外遊びをしていない
・電子メディアの視聴時間が長い
・食事・間食時間が規則正しくない
・食事・間食のタイミングが遅い

質
・栄養バランスが良くない
・食品・料理の種類・組合せが良くない
・彩りがよくない
・食べたことのある食物の種類が少ない
・ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ・即席麺・加工食品が多い
・食べるものの固さ・大きさがわからない
・食事と間食に気をつけていない

量
・食べる量が少ない・多い
・むら食いがある
・食事・間食の回数（多い・少ない）
・飲料の種類と量を管理していない

子の食事への関心・理解
・子の食事量・味付け・食べ方の理解がない
・子の主体性を大切にしていない
・保育所等での子の食事の様子を知らない

身体的
・発育（肥満度）
・排便習慣
・食物アレルギーがある
・食事時におなかがすい
ていない（食欲がない）

口腔機能
・歯が痛い
・歯みがきを嫌がる
・噛みにくい
・飲み込みにくい
・口からこぼしやすい

精神的
・食事が楽しくなさそう
・食事が美味しくなさそう
・安心できない
・食事が安全でない

子の身体的・精神
的健康・口腔機能・
発達特性を確認し
ていない、仕上げみ
がきしていない

(

1)

子
ど
も
の
心
配
ご
と

図20 子どもの栄養・食生活の心配ごと及び保護者の課題
乳幼児栄養調査結果＋研究成果をふまえて、幼児期の栄養・食生活に関する
課題について、それらの関係性を含め、基本的事項を図に整理した。

ガイドp.11より抜粋



家族

QOL（生活の質）

健康・栄養状態
食事内容

食生活習慣

地域や家庭の
食習慣・食文化

画一的でなく、個々に合わせた食生活支援

地域
＜心配事＞
太り気味/やせ気味
食物アレルギー
よく噛まない
食事時間がかかる
偏食
むら食い
間食
生活リズムが不規則

．．．．等

図21 子どもの栄養・食生活支援の概念図

保護者の心配事に
耳を傾ける

保護者

子ども

保護者の心配事を尋ねて、保護者の声に耳を傾け、保護者の困り感に共感する。
栄養・食生活の支援の内容は、画一的ではなく、個々に合わせた支援を行う。

ガイドp.13より抜粋



ガイドp.13より抜粋

幼児・保護者の栄養・食生活の課題改善のための
支援の考え方と方向性（図）



大項目 小項目
１）保護者に、子どもの身体的・精神的健康・口腔機能の発達特性を確認してもらい、正しく理解しても
らう。
２）子どもは、 周りの大人から食事や
食事の食べ方を学ぶ。保護者に、子ど
もの食事・間食・飲料への関心を持っ
てもらい、子どもの食事量、食べ方の
特徴を理解してもらう。

（１）離乳の完了、幼児食への移行
（２）食品の種類を組み合わせに気をつける
（３）間食は時間、内容、量に気をつける
（４）口腔機能と調理形態との関係を確認してもらう

３）子どもへの食事への関心・行動変
容を促す。そのために、保護者・子ども
の食事づくり力、食事を食べる力を向
上させる。

（１）噛むことを体験する
（２）自分から進んで食べる
（３）食事の適量を理解し、小食、偏食を減らす
（４）食具（スプーン、フォーク、箸等）の使い方を学ぶ
（５）一緒に食事・間食を作る
（６）様々な人との共食を楽しむ、楽しく食べる

４）子どもの生活習慣を見直し、保護者と子どもの生活習慣の関係を理解してもらう。子どもは（幼児
期に）食事のリズムを中心に好ましい生活リズムを獲得する。保護者は、自身の生活習慣との関係を理
解する。
５）子ども、保護者の栄養・食生活支
援のために組織内の他職種と連携し、
地域の様々な組織・団体と連携する。

（１）地域における栄養・食生活の連携・協力のポイント
（２）地域性を考慮した栄養・食生活支援への応用・展開

６）地域の様々な組織・団体と連携協
力した取組モデルをつくる

（１）幼児健診をベースにしたモデル
（２）都道府県・県型保健所におけるモデル
（３）保育所・幼稚園・認定こども園における支援のモデル

幼児・保護者の栄養・食生活の課題改善のための
支援の考え方と方向性（本文）

ガイドp.14~29を基に表作成



コラム

１．口腔の発達と歯みがきのポイント(p.14)
→口腔機能の発達、歯の萌出状態、むし歯の
なりやすい部位を踏まえた歯みがきポイント
の解説

２．食べ物による窒息事故の予防～子どもた
ちの命を守るために～（p.16-17)
→食品による子供の窒息事故の具体例、子
どもが安全に食べる”Safe eating”のため
のポイントの解説

本文中に詳細をいれられなかった内容、現場の支援者から意見
があった内容を中心に、専門家がポイントを簡潔に解説

p.30より抜粋

コラムの例



コラム（つづき）
３．幼児期前半の食具食べ（スプーン）の発達と支援(p.19-20)
→手づかみ食べ～スプーンを使って食べる１～3歳頃の食具食べの
支援のポイントの解説

４．保育・幼児教育現場における子どもの偏食対応について
(p.30)
→子どもが偏食を解決していくプロセスを具体的に解説

５．幼児期の食生活支援における食物アレルギー対応(p.31)
→食物アレルギーに関する正しい情報の入手方法を紹介。

６．幼児の肥満への支援のポイント（p.32-33）
→成長曲線を用いた体格の評価、生活や食事における支援にポイ
ントを解説



横軸：年齢・月齢 0～6歳まで

5～11か月 1～2歳 3～6歳

①
②

③

④

⑤
①口腔機能の発達（口の中の様子と口唇・舌の動きはイラストで示した）
②食べる機能の発達（食具の握り方使い方はイラストで示した）
③支援の例（姿勢についてはイラストで示した）
④調理形態・料理の例
⑤食べにくい食材と対応例

資料1 乳幼児期における口腔機能の発達に対応した食の進め方

縦
軸

ガイドp.66-68より抜粋



資料の作成のために使用した主な資料

1) 「小児の口腔機能発達評価マニュアル」(日本歯科医学会)

2) 「乳幼児健康診査事業 実践ガイド」平成29 年度子ども・子育て支援

推進調査研究事業 乳幼児健康診査のための「保健指導マニュアル(仮

称)」及び 「身体診察マニュアル(仮称)」作成に関する調査研究(国立

研究開発法人 国立成育医療研究センター)

3) 改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査

4) 楽しく食べる子どもに～食からはじまる健やかガイド～（厚生労働省）

5) 乳幼児の食べる力の発達チャート（東京都）

6) 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のための

ガイドライン（内閣府）

7) 教育・保育施設における自治体調理関連マニュアル（2自治体）

下記の既存資料、小児栄養、小児歯科分野の専門書、研究班内での議論、専門
家へのヒアリング等を重ねて作成。令和3年度研究班実施調査で得た現場の意
見をふまえて改善。



作成上考慮した点

• 横軸（年齢・月齢）
– 年齢・月齢を示したが、“何歳までに何ができていないといけ

ない”といった誤解を招かないよう、区切りの線はいれないこと
とした。

– 離乳食から幼児食の移行がスムーズにいくよう、離乳期から
含めることとした。

• 縦軸（口腔機能の発達と食の進め方）
– 発育発達の個人差が大きい時期であるため、「調理形態・料

理」や 「食べにくい食材と対応」については「例」とした。
– 食品による誤嚥・窒息の事故が発生した状況を鑑み、事故防

止の観点を取り入れた。
– 食事については切り方、食べ方を中心とした（食事の目安量

は含めない）。



資料2 幼児期の子ども・保護者の
栄養・食生活支援に関するQ&A

保育・幼児教育の場や母子保健
の場でよく見られる困りごと（Ｑ）
と、支援や対応の例（Ａ）を示した

→研究班で実施したインタビュー
やアンケートの分析結果を活用

1つのQに対して、複数のAを可
能な限り示した

Ａの☞には、参考になる文献や関
連する本ガイドの内容を示した

p.74より抜粋



取り上げたQ（困りごと）の例
カテゴリー Qの例

食事・
間食・
飲料

子どもや家庭全
体への対応

Ｑ1．苦手な食材を食べたがらない子どもに対して、具体的にどのように対
応すればよいでしょうか？

保護者への個別
対応

Q6．保護者から、子どもの小食や偏食について相談されたときに、どのよ
うに対応すればよいでしょうか。

食事へ
の関
心・行
動

子どもや家庭全
体への働きかけ

Q8．食べる意欲が少ない子どもには、どのように接したらよいでしょうか？
Q10．よく噛まない、食物を口に詰め込んで丸のみしてしまう子どもには、
どのような原因が考えられるでしょうか？
Q11．箸をなかなか上手に持つことができません，どうしたらよいでしょう
か？

保護者への個別
対応

Q12．手づかみ食べをして前歯を使ってかじり取る練習をさせたいと思っ
ていますが、持ちやすいようにスティック状に切っても、自分で食べようとし
ません。子どもの手に持たせても、なかなかかじり取ってくれないのですが、
どうしたらいいでしょうか？

生 活 子どもや家庭全
体への働きかけ

Q13．登園が遅く、生活リズムも乱れている子どもや、朝食を食べないまま
登園する子どもがいます。どのように対応すればよいでしょうか。

保護者への個別
対応

Q14．朝から食欲がないために朝ごはんを食べられない子ども、お菓子で
すませている家庭にはどのように対応したらよいでしょうか？

その他 子どもや家庭全
体への対応

Q15．コロナ禍での保護者への食に関する情報提供・情報共有の工夫と
しては、どのようなものがありますか？

ガイドp.69~84を基に表作成



支援ガイド案活用の試行的運用の実施と評価
（令和3年度実施）

１）ガイドの活用と質問紙による評価
• 支援ガイド案Ver.2（以下、ガイド）を1か月以上活用した

上で、活用方法、役立った内容、追加資料に対する意見等
を質問紙にて回答してもらった。

• 60施設に依頼し、59施設から回答を得た
• 期間：令和3年8月～令和4年1月

２）インタビューによる評価
• １）の回答が得られ、かつガイドを何らか「活用した」と回

答した施設のうち、インタビューへの協力が得られた20施
設（15グループ）にインタビューを実施した。

• 期間：令和3年10月～12月



質問紙調査協力施設

2

0

6

0

3

0

12

24

2

1

8

0 10 20 30

その他

子育て支援センター

私立認定こども園

公立認定こども園

私立幼稚園

公立幼稚園

私立保育所*

公立保育所

市区町村保育担当部署

病院・クリニック

市区町村母子保健担当部署

*私立保育所には、公設民営保育所を含む 施設

母子保健事業の場
(n=9)

保育・幼児教育の場
(n=47)

その他 (n=2)

 60施設中59施設から回答を得、有効回答は58施設
 施設単位で回答を得た。回答者の約7割は管理栄養士・栄養士。

※分析の際は、母子保健１施設，
保育・幼児教育1施設とした



支援ガイド案活用状況

18.2 

62.1 

75.9 
Ⅰ子どもや保護者に対する
支援の場

Ⅱ施設内の支援者間で
の情報共有等の場

Ⅲ他施設と連携した事業
を検討・実施する際

子どもや保護者に対する支援の場で活用した施設は7割以上、施
設内の支援者間での情報共有等の場で活用した施設は約6割

他施設と連携した事業を検討・実施する際に活用した施設は2割
以下

9施設は、いずれにおいても「活用しなかった」と回答。主な理由は
「調査期間中に活用する機会がなかった」

n=58

「活用した」施設（％）



1 子どもや保護者に対する支援の場での活用

n=5830.0 

10.0 

0.0 

10.0 

20.0 
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27.1 
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33.3 

52.1 

保育・幼児教育施設
(n=48)

母子保健施設(n=10)

子どもの生活を把握したり、問題だと感じる行
動を分析する際に参考にした
保護者との個別面談・個別相談で保護者が抱える子
どもの食事の悩み事に関する助言内容の参考にした
保護者との個別面談・個別相談の場において、親子の
食のどこに問題があるかを確認する際に活用した

個別指導や相談の場において、子どもの食に関
する課題を確認する際に参考にした
子どもの食への関心があまりない保護者に対し
て具体的な支援方法を検討する際に参考にした
おたよりやリーフレットの内容に、支援ガイド案の
内容を取り入れた
保護者会での話題提供の内容に、支援ガイド案
の内容を取り入れた

その他

特に活用しなかった

「子どもの生活を把握したり、問題だと感じる行動を分析する際」や「保護者との個別面談・
個別相談で保護者が抱える子どもの食事の悩み事に関する助言」の際に活用した施設が多
かった。

青字：上位3位



• 栽培活動をすることで苦手なものを食べられるようになった
事例6（子どもの主体性を大切にした食育活動）を参考に、各クラスの好き

な所にプランターを置き、子ども達が植えたいものを自由に植えた。きゅうり
が大嫌いな3歳児が自分で栽培したきゅうりを小さく切って味噌をつけて食
べたらおいしいといって食べることができた。【私立認定こども園/山形県】

• 食と保育の一体化
事例5（物語メニュー）を参考に栗ご飯の絵本を使って、読み聞かせをした

り、お散歩に行ったときに子どもたちが拾ってきてくれたいがぐりなどを飾って
みたりした。当日まで、子ども達も興味がわいたようだった。【私立保育所/神
奈川県】

• 食具（箸）を使えるようになるための支援
年中さん（4歳児）に箸の使い方を教える際に活用した。箸を使う時期がゆ

っくりめと感じていたので、支援ガイド（資料1）を参照しながら、担任と情報
共有し、保護者宛のお便りなどに内容を掲載し、保護者にも「こういうふうに
ご家庭でもやってみてください」と伝えた。 【私立認定こども園/茨城県】

具体的な活用例：子どもへの支援
インタビュー結果より



• 歯みがき指導
歯みがきについては保護者からよく質問されるので、なかなか歯をみがか

せてくれないという保護者に対して、担任とコラムの歯磨きのポイントを見な
がら内容を確認し、担任を通して保護者に伝えた。具体的には歯みがきをす
ごく嫌がる場合には、ブクブクうがいだけでもしっかりする習慣をつけましょう
という形で伝えている。【私立保育所/東京都】

・歯の生え方と食べられる物の関係
歯がまだあまり生えてない児の保護者に対して、具体的に何歳ぐらいに歯

が生えてきて、具体的にどのくらいのものが食べられるかというのを、資料１に
基づいて説明した。家でもいろんな食事を、保育園の食事に準ずるように、ち
ょっと工夫してみようかというような気持ちになっていただいた。【公立保育所
/東京都】

・おたよりに取り入れて情報提供
コラム（口腔の発達と歯磨きのポイント、子どもの偏食対応）について、保健

だよりで保護者に周知した。【私立保育所/宮崎県】

具体的な活用例：
保護者への支援・情報提供

インタビュー結果より



Ⅱ施設内の支援者間での情報共有等の場での活用

n=5850.0 
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保育・幼児教育施設
(n=48)

母子保健施設(n=10)

多職種の支援者が幼児の栄養・食生活支援に関する
情報共有をする際に、支援方針の確認や共有を行う
際の資料とした
多職種の支援者が個人、施設内、地域内における子ど
もの食の課題について整理する際、具体的な支援内
容を検討する際に活用した
園や地域内での食育の計画を立てたり、食育の内容
を検討する際の参考にした

常勤職員と非常勤職員が実施する栄養相談において
支援ガイド案の内容を参考にすることで、支援にむら
がないようにした
新人研修や職員研修など、研修会の資料として
活用した

職員会議で話をする際の資料とした

その他

特に活用しなかった

「多職種の支援者が幼児の栄養・食生活支援に関する情報共有をする際に、支援方針の確
認や共有を行う際の資料とした」や「園や地域内での食育の計画を立てたり、食育の内容を
検討する際の参考にした」施設が多かった。

太字：上位3位



• 偏食が強い子どもへの対応についての職員間での情報整理
問題点がどこにあるのかを職員同士で探るうえで、図20「子どもの栄養・食

生活の心配ごと及び保護者の課題」を見ながら確認した。これまでは偏食に
ついて漠然と捉えていたが、生活リズム、本人の食事への関心や意欲、自ら
食べたいという気持ち、食事の内容や量、調理の仕方についてなど、ここにあ
る文言を一つ一つ具体的に見つめ直すことで、職員間で一緒に問題点を分
類することができた。【私立認定こども園/山形県】

• 窒息事故予防の情報共有・提供方法の検討
保護者からブドウをいただいたときに、窒息事故予防のコラムを園長が栄養

士と共有し、「支援ガイドにも窒息のことも書いてあるし、カットしよう」と、ブド
ウをカットして子どもたちに提供した。支援ガイドにも書かれていることで、窒
息予防について再確認することができた。【私立認定こども園/京都府】

• 食育の内容の検討
食育年間計画に基づき姿勢や箸の話をクラスで食育指導する際に、資料1

の支援の例を栄養士から保育士に伝えた。「今、このくらいができている。じゃ
あここからスタートしようか」というように、使用した。 【公立保育所/東京都】

具体的な活用例
インタビュー結果より



• 職員会議・研修会での活用
ー食べ物による窒息事故の予防のコラムは職員会議や研修で活用して
いる。特にミニトマトの事例はとても難しい問題である。３つのポイントは
事故の具体例があり大変分かりやすく、食育の内容を検討する際の参考
にした。 【私立保育所/東京都】

ー食育研究委員会で、資料1の口腔機能と手指の動きの表を皆で見な
がら勉強した。また他の保育士や保護者にも見えるように掲示している。
これを見て、子どもの1人ずつ、個々の発達状況を見ながら支援をしてい
る。【私立保育所/神奈川県】

• 支援のあり方を肯定的に再確認
Q&Aを見ることで、いろんな人がいろんな悩みを抱えながら支援してい

る様子が伝わり、同じような取組をしている事例なども共感的に読むこと
ができ、「自分だけではないんだ」と職員が感じることができてよかった。
【私立認定こども園/山形県】

具体的な活用例
インタビュー結果より



Ⅲ他施設と連携した事業を検討・実施する際の活用
• 活用した

– 当園は複合施設になっていて、子育て広場という施設があり、そこで
年2回程度栄養相談という場があり、そこで栄養相談（個別相談）を
する際に資料2のQ＆Aを活用した。【公立保育所/東京都】

– 県内の保育施設の栄養士、調理師等を対象にした保育連盟給食部
会で、資料1、2、コラム（歯みがきのポイント）を資料として配布するな
どして活用した。【私立保育所/宮崎県】

• 活用しなかったが、活用できそう/したい
– 園では、自治体（市）で行っている乳幼児健診でどのような話をして

いるのか情報が入らない。園と市で別の情報を伝えてしまうとことで、
保護者が混乱しているケースも見受けられるため、この支援ガイドを
活用して、お互い同じ方向性の支援ができるようにしたい。園と市で
の共通理解を図っていきたい。 【私立認定こども園/山形県】

– 市内の法人立で主催しているブロック研修の栄養士部会、保育士部
会などで共有できると思う。【私立保育所/東京都】

インタビュー結果より



おわりに
 子どもや施設の実態に応じて、多職種・多組織が連携して、子ども

の健やかな発育につながる栄養・食生活支援を継続的に実施す
ることが望まれる。

 栄養・食生活支援を効果的に展開していくためには、子どもの栄
養・食生活の課題や支援の方向性を関係者が共有し、同じ方向
に向かう必要がある。

 施設によって、また子どもひとりひとり、課題や支援方法は異なる
ため、画一的な支援ではなく、実態に応じて必要な情報を活用し、
支援を行う展開力が求められる。

 本ガイドは、全てをガイドに沿って支援するというよりも、各施設の
実態に応じて、活用できる箇所・必要な内容を支援に活用してい
ただくことを想定している。

 各施設で栄養・食生活支援を実施する際に、本ガイドが一助とな
れば幸いである。
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